
 

 

第４章 教育の情報化 

 

１ 社会的背景の変化と教育の情報化 

(1) 超スマート社会の進展と学校教育 

近年、生成ＡＩの急速な普及など、

情報やＩＣＴ※１に関する技術の進歩は

ますます加速度的となり、情報化やグ

ローバル化といった社会的変化も我々

の予想を超える速度で進んでいる。こ

のように急激に変化し、将来の予測が

難しい社会において、学校教育には、

情報やＩＣＴ技術を受け身で捉えるの

ではなく、主体的に選択し活用してい

く力を育むことが求められる。 

今の子供たちが活躍する「Society 

5.0※２」が実現された社会では、人工

知能やロボット、ＩоＴ※３は生活の中

で今以上に活用されるようになると考

えられ、今日の学校教育においてこれ

らを効果的に活用するための知識や技

能を身に付けることは重要である。 

生成ＡＩは、児童生徒の主体的な学

習や教員の校務効率化を促進する有効

な手段となり得る一方、個人情報の流

出などのリスク、誤った回答の提示な

どの課題がある。このことを踏まえ、

生成ＡＩを活用するための知識・技術

の習得や最新情報の入手に努めるとと

もに、学校教育における適切な利用に

関する知識を得ることも大切である。 

 

(2) 教育の情報化の枠組 

平成29・30・31年告示の学習指導要

領で「情報活用能力→３の育成」が学習

基盤として示された→２ことを受け、教

育の情報化が一層進展するよう、令和

元年12月に「教育の情報化に関する手

引き」が作成された。さらに令和２年

６月には、その追補版が公表され、プ

ログラミング教育→７などの新規事項が

追加された。 

ア 教育の情報化とは 

「教育の情報化」とは、次のような

情報通信技術の特長を生かして、教育

の質の向上を目指すものである。 

(ｱ) 時間的・空間的制約を超える 

(ｲ) 双方向性を有する 

(ｳ) カスタマイズを容易にする 

イ 教育の情報化の３つの側面 

「教育の情報化」は、具体的には次

の３つの側面から構成される。 

(ｱ) 情報教育：子供たちの情報活用

能力の育成、情報モラル教育→４等 

(ｲ) 教科指導におけるＩＣＴ活用→５：

ＩＣＴを効果的に活用した分かり

やすく深まる授業の実現等 

(ｳ) 校務の情報化→６：教職員がＩＣ

Ｔを活用した情報共有によりきめ

細かな指導を行うことや、校務の

負担軽減等→６ 

ウ 教育の情報化の基盤となる取組 

教育の情報化の基盤として、以下の

３点を実現することが極めて重要であ

る。 

(ｱ) 教師のＩＣＴ活用指導力等の向上 

(ｲ) 学校のＩＣＴ環境の整備 

(ｳ) 教育情報セキュリティの確保 

 

(3) ＩＣＴ環境の整備と活用の推進 

社会生活において情報技術を日常的

に活用することが当たり前の世の中と

なる中で、社会で生きていくために必

要な資質・能力を育むためには、ＩＣ

Ｔはこれからの学びにおいて鉛筆やノ

ート等の文房具と同様に教育現場に不

可欠なものであることを強く認識し、

学校の生活や学習において、日常的に

ＩＣＴを活用できる環境を、学校全体

で整備し、活用を推進していくことが

不可欠である。 

 

 

(注)語句に付した「→」は、本章内の関連する節を示す。 
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《用語》 

※１ ICT…Information and Communication Technology

の略。情報通信技術と訳す。 

※２ Society 5.0…仮想空間と現実空間を高度に融合させ 

たシステムにより、経済発展と社会的課題の両方を解 

決する、人間中心の社会。超スマート社会ともいう。 

※３ IoT…Internet of Things の略。自動車、家電製品な 

ど様々な物が相互にネットワークで接続される仕組 

み。「モノのインターネット」ともいう。 

≪参考・引用文献≫ 

・「教育の情報化に関する手引（追補版）」文部科学省 

（令和 2年 6 月）https://www.mext.go.jp/a_menu 

/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html 

２ 教育の情報化と学習指導要領 

学習指導要領では、情報活用能力は学習の

基盤であり、「資質・能力を育成していくこ

とができるよう，各教科等の特質を生かし，

教科等横断的な視点から教育課程の編成を図

るものとする」としている。 

また、教育の情報化についても、各校種共

通で総則の「第３ 教育課程の実施と学習評

価」の「教科等横断的な視点に立った資質・

能力の育成」に、次のように示している。 

情報活用能力の育成を図るため，各学校に

おいて，コンピュータや情報通信ネットワ

ークなどの情報手段を活用するために必要

な環境を整え，これらを適切に活用した学

習活動の充実を図ること。また，各種の統

計資料や新聞，視聴覚教材や教育機器など

の教材・教具の適切な活用を図ること。 

これらのことを踏まえ、学校全体で、様々

な教育活動においてＩＣＴを活用し、教育の

情報化に取り組んでいかなければならない。 

なお、１(1)でも述べたとおり、現行の学

習指導要領が告示されてから現時点までに、

社会的な情勢の変化を背景としてＩＣＴはさ

らに加速して様々な変化をとげている。例え

ば、オンライン会議の普及、生成ＡＩの浸透

などである。これらに伴い「初等中等教育段

階における 生成ＡＩの利活用に関するガイ

ドライン（令和６年12月26日）」を始めとし

た、告示当時では想像もつかないような指針

が足早に作成されている。次期学習指導要領

への移行が迫っている中、現行の学習指導要

領に軸を置きながらも、自身のアンテナを高

くして情報を取捨選択していく姿勢が必要で

ある。 

 

≪参考・引用文献≫ 

・「学習指導要領（平成 29・30・31 年告示）」文部科学省 

・「初等中等教育段階における 生成 AI の利活用に関する

ガイドライン（令和６年 12月 26日）」文部科学省 

 

３ 情報教育 

(1) 情報活用能力 

「情報活用能力」とは、世の中の

様々な事象を情報とその結びつきとし

て捉え、情報及び情報技術を適切かつ

効果的に活用して、問題を発見・解決

したり自分の考えを形成したりしてい

くために必要な資質・能力である。 

情報活用能力は、将来の予測が難し

い社会において、情報を主体的に捉え

ながら、何が重要かを考え、見いだし

た情報を活用しながら他者と協働し、

新たな価値の創造に挑戦していく上で、

必要不可欠な力ということができる。

今後情報技術が一層身近なものとなっ

ていくと考えられることを踏まえ、日

常的に情報活用能力の育成を図る必要

がある。 

 

(2) 情報教育の目標 

「情報教育」とは、児童生徒の情報

活用能力の育成を図るものであり、以

下の３つの観点と８つの要素に整理さ

れている。これらを相互に関連付けて、

バランスよく身に付けさせることが重

要である。 

  

 

 

 

情報活用の実践力 
・課題や目的に応じた情報手段の 
適切な活用 

 ・必要な情報の主体的な収集・判
断・表現・処理・創造 

・受け手の状況などを踏まえた発
信・伝達 

－78－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 資質・能力の三つの柱と情報活用能力 

情報活用能力を育成するためには、

上記の３観点８要素だけでなく、以下

のように育成を目指す資質能力の３つ

の柱によって捉えることも重要である。 

ア 知識及び技能 

情報と情報技術を活用した問題の発

見・解決等の方法や、情報化の進展が

社会の中で果たす役割や影響、技術に

関する法・制度やマナー、個人が果た

す役割や責任等について、情報の科学

的な理解に裏打ちされた形で理解し、

情報と情報技術を適切に活用するため

に必要な技能を身に付けていること。 

イ 思考力、判断力、表現力等 

様々な事象を情報とその結びつきの

視点から捉え、複数の情報を結びつけ

て新たな意味を見いだす力や問題の発

見・解決等に向けて情報技術を適切か

つ効果的に活用する力を身に付けてい

ること。 

ウ 学びに向かう力、人間性等 

情報や情報技術を適切かつ効果的に

活用して情報社会に主体的に参画し、

その発展に寄与しようとする態度等を

身に付けていること。 

児童生徒が情報活用能力を自分のも

のとして身に付けていくためには、教

科等の特質に応じ様々な学習場面にお

いて育成を図るとともに、そうして育

まれた情報活用能力を発揮させ、主体

的・対話的な活動を通して深い学びへ

とつなげていくことが重要である。   

 各学校においては、それぞれの児童

生徒の発達段階を踏まえ、各学校の教

育活動と情報教育の３観点や資質・能

力の３つの柱との関連をより具体的に

捉え、児童生徒の発達段階や教科等の

役割を明確にしながら、教科等横断的

な視点を持って組織的、計画的に取り

組んでいくことが求められている。 

 

≪参考・引用文献≫ 

・「学習指導要領（平成 29・30・31 年告示）」文部科学省 

・「教育の情報化に関する手引（追補版）」文部科学省 令

和２年６月 

４ 情報モラルの指導 

(1) 情報モラルとは 

学習指導要領に、情報モラルとは

「情報社会で適正な活動を行うための

基になる考え方と態度」であることが

示されている。具体的には以下の３つ

である。 

ア 他者への影響を考え、人権、知的財

産権など自他の権利を尊重し情報社会

での行動に責任をもつこと。 

イ 犯罪被害を含む危険回避など情報を

正しく安全に利用できること。 

ウ コンピュータなどの情報機器の使用

による健康との関わりを理解すること。 

 

(2) 情報モラル教育の必要性 

スマートフォンやソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス（ＳＮＳ）が

児童生徒にも急速に普及しており、生

成ＡＩの浸透などＩＣＴを取り巻く状

況は日々変化している。また、ＧＩＧ

情報の科学的な理解 
・情報活用の基礎となる情報手段の
特性の理解 

・情報を適切に扱ったり，自らの情
報活用を評価・改善するための基
礎的な理論や方法の理解 

情報社会に参画する態度 
・社会生活の中で情報や情報技術が
果たしている役割や及ぼしている
影響の理解 

 ・情報のモラルの必要性や情報に対
する責任 

・望ましい情報社会の創造に参画し
ようとする態度 
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Ａスクール構想第２期に基づく１人１

台端末のさらなる利活用が求められて

いくことに伴い、児童生徒がインター

ネットを利用する機会がますます多く

なっている。 

そのような中、次のような要因によ

って児童生徒が事件・事故に巻き込ま

れる可能性があることを把握しておく

必要がある。 

ア ネット利用のリスク 

 (ｱ) 情報発信のリスク 

誹謗中傷、不適切な行動の投稿、援

助交際、偽情報の拡散、個人を特定

できる情報の発信、脅迫めいた投稿、

デジタルタトゥーの危険性 等 

 (ｲ) 情報受信のリスク 

フィルターバブル、エコーチェンバ

ーによる考え方の偏向 等 

 (ｳ) コミュニケーションのリスク 

コミュニケーション不足による誤解、

ネットいじめ、ストーカー等の性被

害、自画撮り被害、グルーミングに

よる被害 等 

 (ｴ) その他のリスク 

ネット依存、過度の課金、ネットシ

ョッピングによる金銭トラブル、な

りすましによるトラブル 等 

イ 法令・規約違反 

誹謗中傷、人権侵害の投稿、闇バイ

ト等犯罪への加担、著作権の侵害、

二次利用や転売 等 

これらのことを踏まえ、情報社会に

おける適切な態度や、犯罪被害などの

危険回避、情報の真偽の確認等も含め、

児童生徒が自身で判断して情報を正し

く安全に利用できる力と態度を育成す

るため、児童生徒のＩＣＴ利用の実態

に合わせた、学校における情報モラル

教育のさらなる充実が求められている。 

 

 

 

(3) 生成ＡＩの取扱い 

生成ＡＩについても、児童生徒が適

切に利用できるよう、以下の注意点に

ついて情報モラル教育と関連付けて指

導する必要がある。また校務で生成Ａ

Ｉを活用する場合、教職員自身も児童

生徒の模範となるよう、以下の点に留

意しなければならない。 

ア 安全性を考慮した適正利用 

年齢制限の確認、保護者の同意、生成

物のライセンスの所在確認、最新の利

用規約の確認 等 

イ 情報セキュリティ、著作権保護 

セキュリティポリシーの遵守、成績情

報等機密情報の入力の禁止、個人情報

保護法等の遵守、著作権法の遵守 等 

ウ 公平性、透明性の確保 

真偽の確認、正確性・事実関係の確認

（ファクトチェック）、生成ＡＩを用

いたことの明記、保護者への情報提供 

等 

 

(4) 情報モラル教育の考え方 

情報モラル教育では、日常のモラル

教育を基本としつつ、情報技術の特性

を理解し情報や情報技術に対する見

方・考え方を身に付けさせ、問題の本

質を見抜き主体的に解決を図る姿勢を

養っていくことを目指す。 

情報モラル教育には、情報社会にお

ける正しい判断や望ましい態度を育て

る「心を磨く領域」と、情報社会で安

全に生活するための危険回避の方法や

セキュリティの知識・技術、健康への

意識といった「知恵を磨く領域」の２

つの側面があるといえる。「何々をして

はいけない」というルールを身に付け

るだけではなく、その意味を正しく理

情報モラル 

＝日常モラル＋情報技術の特性 
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解し、情報手段を上手に使ってネット

ワーク社会をよりよいものにしようと

する前向きな考え方と態度を育てるこ

とが重要である。 

 

(5) 情報モラルに関する指導 

情報モラルの指導にあたっては、「日

常モラルを身に付ける」、「仕組みを理

解する」、「日常モラルと仕組みに関す

る理解を組み合わせ、問題の解決に向

け主体的に考える」という過程がある。 

ア 日常モラルの指導 

情報社会における適切な振舞いを考

える際、「節度」、「思慮」、「思いやり」、

「礼儀」、「正義」といった、現実社会

の規範が基本となる。情報モラルに関

する学習の基盤として、日常のモラル

を日頃から継続的に指導することが大

切である。 

イ 情報技術の特性の理解 

情報モラルについて適切な判断を行

うためには、「インターネットの仕組

み」、「利用する際の心理的・身体的特

性」、「機器やサービスの特徴」といっ

た、情報技術の仕組みや特性を理解す

ることが必要である。例えば、インタ

ーネットの特性には「公開性」、「記録

性」、「公共性」、「流出性」等がある。 

情報社会で起こる問題の本質を捉え

る基礎知識として活用できるよう、発

達段階に応じて適切な指導を行うよう

にする。 

ウ 問題に向き合い考えさせる指導 

日常モラルや情報技術に関する知識

を活用し、情報社会における適切な態

度や問題の解決について、協働学習等

により主体的に考えさせる。 

 

 

 

 

(6) 情報モラル教育の進め方 

ア 児童生徒の実態を把握する 

生成ＡＩの急速な普及など、インタ

ーネットの利用形態は日々変化してい

るが、情報モラルに関わる問題の要因

や結果は、大きく次の３つに整理でき

る。 

 

(ｱ) 依存する。 

（インターネットや SNS、ゲーム等） 

(ｲ) 相手とのやり取りで問題を起こ

す。 

(ｳ) 自分が被害者や加害者になる。 

情報モラル教育の実効性を高めるに

は、学校と保護者が連携し児童生徒の

インターネット利用の実態を把握した

り、児童生徒とのコミュニケーション

の中からいじめにつながるような画像

投稿・誹謗中傷等の情報を収集するよ

う努めたりして、学校の課題を把握す

る必要がある。文部科学省や教育委員

会が実施しているアンケートの結果も

参考となる。また、教職員自身がイン

ターネット上で起きていることなど最

新の情報や知識の収集に努め、問題に

対応できるよう教職員間の連携を深め

ておくことも大切である。 

イ 学校全体で横断的･体系的に取り組む 

情報モラル教育は、学校の様々な教

育活動で実施可能である。教科の指導

においても、情報モラルに関する統計

やインターネット上の資料を教材とし

て使い、教科の学習と関連づけて情報

モラルを考えさせることができる。道

徳、総合的な学習（探究）の時間、特

別活動でも、情報モラル教育に取り組

むことができる。学年集会や保護者会、

入学説明会等で映像等を使って指導・

啓発することも有効である。 

情報モラル教育では継続的、系統的

な指導も重要である。教職員個別の取
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組で終わらないよう、学校全体で年間

指導計画の中に位置付け、１人１台端

末を随時活用しながら、計画に基づき

全ての教職員が児童生徒を指導してい

く。 

文部科学省では、「情報化社会の新

たな問題を考えるための教材」として、

また総務省では、「インターネットト

ラブル事例集」として、教職員が指導

する際に役立つ児童生徒向けの動画教

材と手引き書等を作成し、公開してい

る。千葉県でも「インターネット×リ

アル」、「ちょっと待って、ケータイ」

などのＤＶＤの各学校への配付、動画

「親子で考えるインターネットの正し

い使い方」の公開、情報モラルに関す

る研修会への講師派遣を行っている。 

 

≪参考・引用文献≫ 

・「教育の情報化に関する手引（追補版）」文部科学省

（令和２年６月） 

https://www.mext.go.jp/ 

a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html 

・情報モラルに関する指導の充実に資する〈児童生徒向け

の動画教材、教員向けの指導手引き〉文部科学省 

https://www.mext.go.jp/ 

a_menu/shotou/zyouhou/1368445.htm 

・「初等中等教育段階における 生成ＡＩ の利活用に関す

るガイドライン（令和６年 12月 26 日）」文部科学省 

https://www.mext.go.jp/ 

content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf 

・インターネットトラブル事例集 

 https://www.soumu.go.jp/ 

use_the_internet_wisely/trouble/ 

・情報モラルに関する講演や研修への講師派遣について 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/jisei/ 

seitoshidou/ijimemondai/renrakukyougikai/ 

koushihaken.html 

５ 教科指導におけるＩＣＴ活用 

(1) ＩＣＴ活用の意義と必要性 

２節で示したとおり、学習指導要領

では、ＩＣＴ環境整備とＩＣＴを活用

した学習活動の充実を求めている。ま

た、「児童生徒が，基礎的・基本的な知

識及び技能の習得も含め，学習内容を

確実に身に付けることができるよう，

児童生徒や学校の実態に応じ，個別学

習やグループ別学習，繰り返し学習，

学習内容の習熟の程度に応じた学習，

児童の興味・関心等に応じた課題学習，

補充的な学習や発展的な学習などの学

習活動を取り入れることや，教師間の

協力による指導体制を確保することな

ど，指導方法や指導体制の工夫改善に

より，個に応じた指導の充実を図るこ

と。その際，（略）情報手段や教材・教

具の活用を図ること。」としており、個

に応じた指導の充実を図るに当たり、

ＩＣＴを活用することとしている。 

さらに、「『令和の日本型学校教育』

の構築を目指して（答申）」では、「個

別最適な学び」と「協働的な学び」に

ついて言及され、その実現に向けてＩ

ＣＴを活用することが重要であるとし

ている。これを受け「ＧＩＧＡスクー

ル構想」では、全ての児童生徒の可能

性を引き出すことを目指してＩＣＴ環

境の整備が行われ、児童生徒への１人

１台端末と高速通信回線、クラウド環

境が整備された。教科等の指導におけ

るＩＣＴ活用においては、この整備さ

れた環境を十分に生かし、学習指導要

領が目指す資質・能力の育成を図らな

ければならない。そのためには、私た

ち教員の授業改善が必須となる。 

 

(2) 一人一人がよりよく学ぶために 

教科等で積極的にＩＣＴを活用する

ことにより、主体的・対話的で深い学

びの実現に向けた授業改善だけでなく、

児童生徒の情報活用能力の育成も図る

ことができる。その際、失敗や経験を

積み重ね試行錯誤する中で、ＩＣＴを

どのように活用していけばよいのか、

児童生徒自身に考えさせることも大切

である。 

特に、生成ＡＩの登場によって、児
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童生徒が自らの学びを深めるためにＩ

ＣＴを活用することができる場面が多

様化した。生成ＡＩは、児童生徒が抱

える疑問に対する即時回答や、複雑な

概念の説明をサポートし、学習の質を

向上させる可能性をもっている。 

 

(3) 「１人１台端末」の環境における 

学習でのＩＣＴ活用 

教科等の指導でＩＣＴを活用する際

効果的に「１人１台端末」の環境にお

けるＩＣＴを活用した学習場面は、次

のように「一斉学習」「個別学習」「協

働学習」の３つに大別でき、さらに10

の分類に細分化することができる。 

A 一斉学習 A1 教員による教材の提示 

B 個別学習 B1 個に応じた学習 

 B2 調査活動 

 B3 思考を深める学習 

 B4 表現・制作 

 B5 家庭学習 

C 協働学習 C1 発表や話合い 

 C2 協働での意見整理 

 C3 協働制作 

 C4 学校の壁を越えた学習 

これらの場面での「１人１台端末」

の活用では、一層の学習活動の充実を

目的としており、主体的・対話的で深

い学びの視点から進めていくこととし

ている。 

例として、一斉学習の場面における

「教員による教材の提示」を挙げる。

これまでは教師側から一方的に資料の

提示をするだけであったが、児童生徒

一人一人の手元に資料を提示すること

ができるようになり、児童生徒がより

よく見たい部分を児童生徒個別に拡

大・反復表示したり、机間指導などを

通して個々のつまずきや理解度をその

場で把握したり、教師と児童生徒がそ

の場で対話することによって反応を即

座に把握したりして、一斉指導と個別

指導を両立することが可能となった。

これからのＩＣＴの活用では、これま

での興味関心や意欲を高めることを中

心とした活用から、この例で見たよう

な、より学びの深化を図るための活用

へと移行することが求められている。 

また、授業支援ツールの普及により、

これまで困難であったリアルタイムで

の個々の学習状況の把握や、教育デー

タの活用が容易になった。このことに

よって、より個に応じた指導が可能と

なり、個別学習も一層充実したものに

できるようになった。さらに、協働学

習における児童生徒同士の意見交換の

場面では、以前は意見を表明するのは

全体の中で限られた子供だけになりが

ちだったが、現在は全員の意見を集

約・提示し、児童生徒個々に多様な考

えに即時に触れさせることができるよ

うになっている。 

加えて、高速通信回線、クラウド環

境が整えば、学級だけでなく学校の壁

をも越えた学びも容易になり、これま

では実現が難しかった授業も行える可

能性もある。 

これまで見てきたような新しいＩＣ

Ｔの活用の姿を実現し、効果を高める

には、単元計画や授業デザインの視点

が大きく関わってくる。研修等により、

教員自身のＩＣＴ活用指導力を高める

とともに、主体的・対話的で深い学び

の視点からどのように授業改善を行っ

ていくか考えることが必要である。 

 

(4) 生成ＡＩの活用 

２節でも触れた文部科学省の生成Ａ

Ｉ利活用に関するガイドラインにおい

て、学校教育における生成ＡＩの活用

法と注意点が示されており、学習指導
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の方法も生成ＡＩの活用により大きく

変わろうとしている。同ガイドライン

では、生成ＡＩを利活用する上での

「児童生徒が学習活動で利活用する場

面」について、考え方やポイントが示

されている。特にレポート等の課題

や、自ら作った文章を基に生成ＡＩを

活用する場面について、活用の効果や

留意事項が示されている。学習場面で

の活用には以下のようなものが考えら

れる。 

Ａ 一斉学習 

例：生成ＡＩを活用して、授業内

容のプレゼンテーションや資料を作

成する。生成ＡＩが提供する多様な

視点や事例を用いて、効果的な掲示

が短時間で可能となる。 

Ｂ 個別学習 

例：生成ＡＩを使って、児童生徒

の理解度に応じた問題や課題を自動

生成し、個別学習に役立てる。ＡＩ

が児童生徒の進捗を素早く分析し、

即座に児童生徒への適切なフィード

バックを行うことも可能となる。 

Ｃ 協働学習 

例：生成ＡＩを活用して、協働学

習における話し合いで不足している

視点を見出したり、論点を整理した

りする。プロジェクトに対するメン

バー全体の理解を深めることが可能

となる。 

 

(5) 著作権について 

ＩＣＴを活用して教材を作成し授業

等を行う際には、著作物等の著作権に

ついて十分配慮する必要がある。 

著作物をサーバにアップロードする

「公衆送信」に関して、以前は遠隔合

同授業を目的として、授業の過程で必

要かつ適切な範囲であれば、著作権者

等の許諾を得ることなく無償で行うこ

とができた。令和２年に施行された

「改正著作権法」では、ＩＣＴを活用

した教育での著作物利用の円滑化のた

め、遠隔合同授業以外での公衆送信に

ついても、補償金を支払うことにより

無許諾で行うことが可能となった。こ

れが「授業目的公衆送信補償金制度」

である。補償金を支払う主体は、教育

機関の設置者（各自治体教育委員会等）

である。補償金の支払いの有無は、各

自治体で確認が必要となる。詳しくは、

「一般社団法人授業目的公衆送信補償

金等管理協会「（ＳＡＲＴＲＡＳ）」の

ウェブサイトで確認していただきたい。 

また、生成ＡＩを活用する際にも、

著作権に関する規制やルールを遵守す

ることが重要である。ＡＩが生成する

コンテンツにも著作権が関わる可能性

があるため、その利用方法に注意を払

うことが求められる。 

 
 

≪参考・引用文献≫ 

・「学校における ICT を活用した学習場面」（独立行政法人

教職員支援機構「校内研修シリーズ」） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/ 

detail/000006855.htm 

・「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子

供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的

な学びの実現～（答申）（中教審第 228 号）文部科学省 

令和 3年 1 月 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo

3/079/sonota/1412985_00002.htm 

・「GIGA スクール構想の実現パッケージ（リーフレット）

GIGA スクール構想の実現へ」(令和元年 12月 19日) 文

部科学省 https://www.mext.go.jp/content/20200625-

mxt_syoto01-000003278_1.pdf 

・「GIGA スクール構想のもとでの各教科等の指導について

の参考資料（StuDX Style）」文部科学省 令和 3 年 6月 

https://www.mext.go.jp/studxstyle/index2.html 

・「各教科における ICT の効果的な活用について」文部科

学省 令和 2年 9 月 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/ 

mext_00915.html 

・「初等中等教育段階における生成 AIの利活用に関するガ

イドライン（令和６年 12月 26 日）」文部科学省 

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.htm 

・「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」 

ウェブサイト https://sartras.or.jp/ 
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６ 校務の情報化 

校務の情報化の目的は、効率的な校務処理

による業務時間の削減、ならびに教育活動の

質を向上させることにある。 

校務が効率的に遂行できるようになること

で、教員が児童生徒の指導により多くの時間

を割くことが可能となる。また、各種データ

の分析や共有により、細部にまで行き届いた

学習指導や生徒指導等の教育活動が実現でき

る。このように、校務の情報化は、学校にお

ける校務の負担軽減を図り、よりよい教育を

実現させるためのものである。 

校務の情報化がどのようなものか、その具

体を示す。 

 

(1) 業務の軽減と効率化 

校務に関わる情報を電子化し、共有

できるようにすることで、業務内容の

引継や文書作成作業等の省力化を図る

とともに、クラウドツールを用いた情

報交換など、業務の軽減や効率化を図

ることができる。 

 

(2) 教育活動の質の向上 

校務の軽減と効率化が図られること

で、児童生徒に対する教育活動の時間

を増やすことができる。また、クラウ

ド環境下での教材等の共有による授業

の充実や教員間での学習者情報の共有

により、今まで以上に細部まで行き届

いた学習指導・生徒指導が図れる。 

 

(3) 保護者や地域との連携 

ウェブサイトや電子メール等による

情報発信やクラウドツール等を用いた

双方向での情報交換を有効に活用する

ことにより、家庭や地域との情報共有

の促進や児童生徒の安全・安心の確保、

地域への情報公開・情報交換と学校の

説明責任の明確化が図れる。 

 

(4)  情報セキュリティの管理 

校務の情報化を進める上で特に留意す

べき点は情報セキュリティの確保である。 

情報漏洩の原因は人的要素が大きな割

合を占めている。個人情報の入った書類

やログインＩＤ、パスワードの管理が疎

かになっていたり、個人情報を含む資料

やデータ等を私物のＵＳＢメモリ入れて

校外に持ち出したりすることが要因とな

る事案が後を絶たない。 

１人１台端末を利用し授業等でクラウ

ドを活用することが求められており、教

材などの情報共有の範囲は学校内だけで

はなく学校外（家庭）へと広がりを持つ

ようになった。クラウドを利用する際は、

県や各市町村等のルールに従い、安全か

つ効果的に利用するとともに、児童生徒

に関する個人情報を、これまで以上に慎

重に扱う必要がある。 

 

 (5)  校務における生成ＡＩの取り扱い 

現在、文部科学省では、校務において

生成ＡＩを積極的に利活用することは、

効率化等に対して有用であるとしている。

ただし、前提として教職員が生成ＡＩの

仕組みや特徴を理解した上で、生成され

た内容が適切か判断できる範囲で利用す

ることとしている。生成ＡＩの出力はあ

くまでも参考の１つであり、最後は教職

員自らが判断し、責任を持つという基本

姿勢が大切である。 

今後は、「GIGA スクール構想の下で

の校務 DX について～教職員の働きやす

さと教育活動の一層の高度化を目指して

～（令和５年３月８日）」で示されたと

おり、次世代の校務 DX では単なる校務

の情報化から一歩進み、業務の在り方自

体を見直すことを目指す。従来の紙ベー

スの業務をデジタル化（Digitization）

するだけでなく、クラウド環境を活用し、

業務フローの改善や外部連携を促進

（Digitalization）していく。さらに、
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データを活用することで、学習指導や学

校 運 営 の 質 を 高 め る （ Digital 

Transformation）ことが可能になる。

このように、校務の情報化を超えた校務

DX への進化が求められている。 

また、文部科学省が作成した「GIGA

スクール構想の下での校務 DX チェック

リスト」や「教育 DX に関するチェック

リスト（令和６年２月２６日）」などを

参考にしながら、校務の情報化を進めて

いく必要がある。 

 

≪参考・引用文献≫ 

・「GIGA スクール構想の下での校務の情報化の現状につい

て」文部科学省 令和 3年 12月 

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/ 

20211223-mxt_shuukyo01-000019738_10.pdf 

・「GIGA スクール構想の下での校務 DXについて～教職員の

働きやすさと教育活動の一層の高度化を目指して～」文

部科学省 令和５年３月８日 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shoto

u/175/mext_01385.html 

・「教育 DX に関するチェックリスト」 

文部科学省 令和６年２月２６日 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chuky 

o3/093/siryo/mext_01674.html 

・「GIGA スクール構想の下での校務 DXチェックリスト」 

 文部科学省 令和６年９月 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detai

l/mext_02597.html 

７ プログラミング教育 

人工知能（ＡＩ）の進化や生成ＡＩの普及、

ロボットの活躍、ＩｏＴ→１の※２など、社会

は「第４次産業革命」と言われるほど大きく

変化しようとしている。児童生徒の将来の仕

事についても、65％の子供は今存在しない

職業に就くといったことが予測されている。

（ニューヨーク市立大学大学院教授キャシ

ー・デビットソン氏）このような社会の変化

に合わせて、学校教育も変わる必要がある。

また、身近な生活を見回すと、我々は様々な

物に内蔵されたコンピュータの働きによる恩

恵を受けている。こうした社会や生活の在り

方を考えると、コンピュータが「何でもでき

る魔法の箱」ではなく、「プログラミングを

通して人間の意図した処理を行わせている科

学技術」であると理解することが、児童生徒

が将来にわたって情報技術を活用する上で有

用である。そこで、現行の学習指導要領では、

児童生徒のコンピュータを理解し活用する力

を育成するために、小学校から段階的にプロ

グラミング教育が必修化され、発達段階に即

して「プログラミング的思考」の育成を目指

することとなった。 

小学校におけるプログラミング教育は、特

定のプログラミング言語を用いた記述方法

（コーディング）を覚えることを目的として

いるわけではなく、コンピュータに処理を行

うよう指示する体験を通して、コンピュータ

に意図した処理を行わせるために必要な論理

的な思考を身に付けるための学習活動を行う。 

中学校では、技術・家庭科の技術分野にお

いて、これまでの「計測・制御のプログラミ

ング」に加え、「ネットワークを利用した双

方向性のあるコンテンツのプログラミングに

よる問題解決」にまで範囲を広げ、日常生活

や社会の中で利用されている情報技術につい

て学習することとされている。 

高等学校では、令和４年度より「情報Ⅰ」

が共通必履修科目となり、プログラミングの

他、ネットワーク（情報セキュリティーを含

む）やデータベースの基礎等に関する学習が

必修化されている。さらに選択科目として

「情報Ⅱ」においてプログラミング等につい

て発展的に学ぶことも可能にした。 

令和７年度大学入学共通テストでは、出題

される教科として新たに「情報」が設定され、

プログラミングに関する出題が行われるよう

になったことも視野に入れ、発達段階に応じ

たプログラミング教育を継続的に行っていく

必要がある。 

 

≪参考・引用文献≫ 

・「教育の情報化に関する手引－追補版－」文部科学省 

令和 2年 6 月 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou 

/zyouhou/detail/mext_00117.htm 
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